
質問事項及び回答事項

（質問内容） （回答）

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

「まちなかイベント支援事業」は少なくとも５年間は継続す
るとの認識で正しいか。

市庁舎広場は花壇・落ち葉・芝生等の管理が必要と感じま
すが、管理主体や予算など、年間の管理イメージを伺いた
い。

敷地内看板を「大きく」することや「増設」は可能か。

法人で構成されるグループでの応募も可能とあります
が、「グループ」は法人格でなくても良いか。

現在、常盤通り（国道１９０号）のウォーカブルエリアと庁舎
広場を一体的に活用したイベント「TOKIWAいこっと。」
を2カ月に１回開催しているほか、庁舎広場付近では民間
イベントを月1回程度開催しています。また、庁舎広場に隣
接する市民交流棟（交流ホール）では、ほぼ毎週末にイベ
ントを開催しています。
今後は、本市の大型イベントである宇部まつりや新川市ま
つり等、様々なイベントで活用していくほか民間イベント
の増加が見込まれます。

庁舎広場は、庁舎敷地と公園敷地を所管する課がありま
すが、樹木や芝生などの植栽管理については、管理状態
に差異が生じないよう一元管理を行います。
管理イメージとしては、日常的な清掃のほか、高木と低木
の剪定、グランドカバープランツやハーブ類のメンテナン
ス、芝生については刈込、潅水など行い、１年を通して質
の高い管理を行うように考えています。

現状としては、どちらも不可としています。

募集要項の名称

宇部市庁舎広場の活用予定について、年間何回程度どの
ようなイベントを想定していますでしょうか。

宇部市庁舎広場ネーミングライツパートナー募集要項

質問回答表

法人格を有するものに限るため、代表企業からの応募と
なります。

予算は毎年度の議決が必要なため、今後の確約はできま
せんが、中心市街地のにぎわい創出のためには民間主体
のまちなかイベントへの支援は重要と考えていますので、
支援を継続していきます。

本募集要項における公職の定義及び範囲については、国
会議員、地方議会議員、首長及び公務員とします。
ただし、公務員はその職種や勤務形態に多様な区分があ
るため、すべての公務員が公職の対象になるわけではあ
りません。
公職の判断に疑義のある場合は、個別にご相談くださ
い。

本募集要項で示されている「公職」の定義、範囲につい
て、ご教示ください。
公職とは、一般的には公共の性格を持つ職務や職を指
し、具体的には、国会議員、地方議会議員、首長、公務員な
ど、公共機関で働く職員の総称とされています。
一方、例えば公職選挙法第3条では、 「この法律において
「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団
体の議会の議員及び長の職をいう。」 とされています。


